
  

 

定住自立圏形成に関する協定の一部を変更する協定書 

 

 平成21年12月21日付けで長岡市（以下「甲」という。）と見附市（以下「乙」と

いう。）との間に締結した定住自立圏形成に関する協定の一部を変更する協定を次

のとおり締結する。 

第３条第２号ウの項をエの項とし、同号イの項の次に次のように加える。 

ウ 地域内外の住民との交流・移住促進 

移住・定住の促進 

(ｱ) 取組の内容 

   合同で移住セミナーや情報発信、移住者交流会等を実施することによ

り、移住者の選択肢が広がり、多くの移住希望者と最初の接点を持つこ

とで、圏域への移住者の拡大を図り、移住後の孤立化の抑制と定住化を

促進する。 

(ｲ) 甲の役割 

   乙と連携し、移住セミナーや相談会、移住者交流会等の事業を企画し、

実施するほか、その情報の共有や発信を行う。 

(ｳ) 乙の役割 

甲と連携し、移住セミナーや相談会、移住者交流会等の事業を企画し、

実施するほか、その情報の共有や発信を行う。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通

を保有するものとする。 

 

  令和６年３月27日 

 

            甲  長  岡  市 

               長 岡 市 長   磯 田 達 伸 

 

            乙  見 附 市 

               見 附 市 長   稲 田   亮 


